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65
歳
以
上
の
方（
第
一
号
被
保
険
者
）

平
成
12
年
度
に
開
始
さ
れ
た
介
護
保
険
。
ス
タ
ー
ト
し
て
３
年
が
過

ぎ
ま
し
た
。

そ
の
間
、
町
で
は
多
く
の
方
々
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
介
護

が
必
要
な
家
族
の
負
担
を
軽
減
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
後
い
っ
そ
う
高
齢
化
が
進
み
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
が

高
ま
る
中
、
町
民
が
利
用
し
や
す
く
質
の
高
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

で
き
る
よ
う
に
、
町
で
は
３
年
ご
と
に
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
、

保
険
料
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
月
号
で
は
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
方
に
は
、
年
金

か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）と
、

口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
に
よ
る

納
付（
普
通
徴
収
）が
あ
り
ま
す
。

特
別
徴
収
は
、
老
齢
・
退
職

（
基
礎
）年
金
が
年
額
18
万
円（
月

額
１
万
５
千
円
）
以
上
の
方
で
、

２
ヶ
月
毎
に
支
払
わ
れ
る
年
金
か

ら
介
護
保
険
料（
２
ヶ
月
分
）が
天

引
き
さ
れ
ま
す
。

普
通
徴
収
は
、
老
齢
・
退
職

（
基
礎
）年
金
が
年
額
18
万
円（
月

額
１
万
５
千
円
）以
下
の
方
、
老

齢
福
祉
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族

年
金
の
み
受
給
し
て
い
る
方
及
び

年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な
ら
れ
た

方
、
又
は
転
入
さ
れ
た
方
等
で
、

役
場
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
で

指
定
の
金
融
機
関
な
ど
で
納
め
て

い
た
だ
く
か
、
口
座
振
替
な
ど
に

よ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

今
回
の
保
険
料
の
改
定
分
に
つ

い
て
は
、
普
通
徴
収
に
つ
い
て
は

今
年
度
徴
収
が
開
始
さ
れ
る
６
月

分
か
ら
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
特
別
徴
収
の
方
は
、
４
月
・

６
月
・
８
月
分
は
今
年
の
２
月
の

介
護
保
険
料
の
見
直
し
の
理
由

と
し
て
は
、
高
齢
化
に
よ
り
介
護

が
必
要
な
方
が
年
々
増
え
た
こ
と

や
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
身
近
に
な

り
利
用
者
が
増
え
た
こ
と
で
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
額
が
増
え
る

と
見
込
ま
れ
る
か
ら
で
す
。

ま
ず
、介
護
認
定
者
数
で
す
が
、

制
度
が
開
始
さ
れ
た
平
成
12
年
10

月
の
要
介
護
認
定
者
数
は
２
０
８

名
で
し
た
が
、
平
成
15
年
３
月
現

在
で
は
２
７
８
名
で
、
高
齢
者
人

口
に
対
す
る
認
定
者
の
割
合
を
み

て
み
る
と
、
町
の
高
齢
者
９
人
に

１
人
の
割
合
に
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
、
利
用
者
に
つ
い
て
は
、

平
成
15
年
３
月
現
在
で
、
要
介
護

認
定
者
２
７
８
人
の
う
ち
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
人
は
２

０
６
人
で
、
こ
れ
は
認
定
者
全
体

の
74
・
１
％
に
あ
た
り
ま
す
。

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
中
で
は

訪
問
介
護（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
）、
通
所
介
護（
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
）な
ど
の
利
用
が
多
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
な
ど
、
施

設
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
平
均
で
52

名
程
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
平
成

15
年
か
ら
17
年
の
３
年
間
で
町
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
費
用
の

推
計
額
は
、
12
億
４
千
万
円
と
な

り
、
こ
れ
は
、
平
成
12
年
度
か
ら

平
成
14
年
度
に
お
け
る
３
年
間
の

実
績
額
９
億
６
千
万
円
の
約
１
・

３
倍
に
な
り
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は

大
幅
に
増
加

介
護
保
険
制
度
に
必
要
な
財
源

は
、
半
分
が
公
費
（
国
・
県
・
町
）

で
、
残
り
半
分
が
40
歳
以
上
の
方

の
保
険
料
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
介

護
が
必
要
な
方
の
サ
ー
ビ
ス
の
給

一
人
あ
た
り
の

介
護
保
険
料

付
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
で
賄

わ
れ
る
部
分
は
全
体
の
18
％
に
あ

た
り
、
そ
の
額
を
65
歳
以
上
の
人

数
で
割
り
出
し
、
１
人
当
た
り
の

介
護
保
険
料
を
算
出
し
ま
す
。
さ

ら
に
町
独
自
の
特
別
給
付
（
紙
お

む
つ
給
付
等
）分
を
加
え
て
月
額

の
基
準
保
険
料
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

平
成
15
年
度
か
ら
平
成
17
年
度

ま
で
介
護
保
険
料
の
基
準
額
は
、

月
額
２
６
６
８
円
と
な
り
、
以
前

に
比
べ
２
９
０
円
の
増
と
な
り
ま

す
。こ

の
基
準
額
か
ら
、
所
得
に
応

じ
た
負
担
と
な
る
よ
う
５
段
階
に

分
け
る
た
め
、
各
年
度
の
所
得
な

ど
に
よ
り
そ
の
方
の
保
険
料
の
額

が
決
ま
り
ま
す
。

み ん な の
安心介護保険

保
険
料
の
納
め
か
た

所得により決まる保険料

�介護サービスを利用した場合の利用者

負担は、通常、かかった費用の１割負担

ですが、いったん費用の全額を払ってい

ただき、後で９割分を払い戻すようにな

ります。

�保険料の未納期間に応じて、サービス

利用時の負担が、通常の１割から３割に

引きあげられます。

�介護保険の給付の一部または全部が

差し止められます。

第１段階の方
基準額×0.5

生活保護受給者および

老齢福祉年金受給者※１

で、世帯全員が町民税

非課税の方

16,000円/年

第２段階の方
基準額×0.75

世帯全員が町民税

非課税の方

24,000円/年

第３段階の方
基準額×1.0

本人は町民税非課税だ

が、世帯の誰かに町民

税が課税されている方

32,000円/年

第４段階の方
基準額×1.25

本人が町民税課税で、

前年の合計所得金額※2

が200万円未満の方

40,000円/年

第５段階の方
基準額×1.5

本人が町民税課税で、

前年の合計所得金額※2

が200万円以上の方

48,000円/年

※１ 老齢福祉年金 明治44年（1911年）４月１日以前に生まれた方が受けている年金です
※２ 合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です

介護保険の財源内訳

保
険
料
と
同
じ
額
で
納
め
て
い
た

だ
く
た
め（
仮
徴
収
）、
10
月
以
降

に
今
回
の
改
定
分
を
加
え
た
保
険

料
で
年
金
よ
り
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

納
め
方
に
よ
り
納
入
回
数
が
違

う
た
め
、
１
回
当
た
り
の
保
険
料

の
額
は
違
っ
て
き
ま
す
が
、
１
年

の
総
額
に
つ
い
て
は
同
じ
に
な
り

ま
す
。

介
護
保
険
は
、
助
け
合
い
の
考

え
方
に
立
っ
て
、
介
護
が
必
要
な

方
を
み
ん
な
で
支
え
合
う
制
度
で

す
。
町
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

�
問
い
合
わ
せ
先

町
保
健
福
祉
課

�（
62
）２
１
１
５

保険料を滞納すると
利用者の負担が増えたり
給付の制限があります

一人当たり保険料の基準額

デイサービスの風景


